
（別記） 

 

令和８年度東広島市地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

 東広島市は、広島県のほぼ中央に位置している。東西は 29.5 ㎞、南北は 41.5 ㎞で、そ

の面積は 635.16 平方キロメートルで、広島県の約 7.5％を占めている。 

 地形は、周囲を標高 500ｍ～900ｍの低い山々に囲まれた標高 200ｍ～400ｍの盆地状の

地形が大部分を占め、南西部を中心に比較的平坦地に恵まれている。また、瀬戸内海に面

した南東部は、沿岸部から内陸部に向けて小規模な平坦地が連なるほか、島しょ部があ

る。 

 気候は、標高が北に高く、南に低い地形のため、冬期の気温、積雪量に差はみられる

が、全体的に比較的温和な気候で、市の中心地（西条町）の平均気温は 13.7 度、年間平

均降水量は 1,457mm 程度になっている。 

 本市における販売農家数は令和 6 年時点で 3,055 戸である。第二種兼業農家が大部分を

占めており、これは、賀茂学園都市・広島中央サイエンスパークの整備や企業立地が進む

など就業機会に恵まれていることが大きな要因になっていると考えられる。 

 経営耕地面積は令和 6 年時点で 3,864ha で、広島県全体に占めるシェアは 13.3％とな

っているが、年々減少している。1 経営体当たりの経営耕地面積は 1.27ha であり、5ha 以

上集積している経営体は、全体の 3.0％となっている。 

 本市は、県内最大の穀倉地帯として古くから安芸の国の米蔵を支えた歴史があり、令和

５年時点で市農業産出額の 37％以上を米が占めるなど県内一の水稲作付面積及び収穫量

を誇る米どころである。 

 しかしながら、兼業農家が多いため、水稲以外の作付けは進んでいない状況にあるが、

近年は、農地の流動化や機械の効率的利用による経営の合理化を図るため、集落営農型の

農業生産法人が農地の集約を進めるとともに、グループ営農団体の設立も進んでいる。こ

の農業生産法人のさらなる農業所得の向上を図るためには、需要に応じた主食用米の生

産、高収益作物への転換推進、農地集積の促進、スマート農業の導入など、ビジョンを明

確にして取り組む必要がある。 

 今後は、主食用米のブランド化や、地域振興作物の農産物直売所への出荷促進など、

『産地化』に向けた取組も行っていく。 
 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

○  需要に応じた主食用米の生産を確保しつつ、担い手集積を中心に、高収益作物への

転換を図るとともに、これらの導入が困難な水田や、良好な管理が行われている水田

等において、需要量に見合った量を供給できるよう、非主食用米や麦・大豆等の本作化

を推進する。 

○  高収益作物の導入においては、重点作物を設定し、産地の生産の拡大を図り、需要

に応える生産体制の確立を目指す。 

○  かぼちゃ等土地利用型作物は、機械化などによる低コスト化やリモートセンシング

を活用した生育管理による収益性を向上させつつ面積を拡大し、夏秋出荷と冬季出荷

の組み合わせによる供給・販売体制の確立を図る。 

○  ねぎ、アスパラガス等施設型野菜は、経営力の高い担い手を中心に土壌改良技術の

普及、輪作体系の確立を図るとともに、高収益につながる栽培技術を模索する。また、

なす、ピーマン等は、気象に対応した栽培技術の確立に向けた取組を行い、安定供給体



制の確立を図る。 

○  経営力の高い担い手の育成や産地の戦略に応じた取組を強化し、新たなブランドづ

くりや６次産業化を推進し、需要に応じた生産を行うとともに新たな市場・需要の開

拓を行う。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

○  農地中間管理事業の周知を図り、貸付希望農地と借受を希望する担い手へのマッチ

ングを促進する。 

○  担い手支援担当係と連携し、作付状況、作付意向を見える化し、地域での話し合い

に基づく地域計画の推進を行う中で、良好な管理が行われている水田や、周辺のほ場

の耕作に支障となる水田を中心に、不作付地が耕作されるよう働きかけを行う。 

○  本市においては、狭小な区画（30a 以下）の農地の割合が高く、園芸作物や畑作物

の栽培に適した農地が少ないことから、担い手への集積が進み、園芸作物や畑作物を

導入する地域においては、排水性の向上（暗渠・明渠）、区画等の改良や管理の省力

化（自動給水・スプリンクラー、自走式草刈機導入のための畦畔の改良等）を行うた

めの整備を推進する。 

○  地域の中で水稲との組み合わせが可能な作物を検討し、ブロックローテーションが

可能なほ場について利用率の向上を推進する。 

○  作付体系を踏まえた収益力の向上も視野に入れ、畑作物を推進する地域へは畑地化

も含めた支援を行っていく。 

○  長期にわたって水稲の作付もしくは水張を行っていない農地については、令和 9 年

度を目途に整理を行っていく。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

本市では平成 24 年度から農業の抱える「担い手」と「農地」の諸問題を、人・農地プ

ランを活用し、「集落の話し合い」の中で解決の糸口を見つけられるよう支援してきた。  

今後も国の方針に基づき策定した地域計画の具体的取組を支援するとともに、機構集積

協力金等も有効活用する中で、担い手育成、農地集積等の成果が出るように取り組む。 

これを基に、農地中間管理機構を担い手への農用地の集積・集約化を進める中間的な事

業体として位置づけ、本市の地域振興作物の生産向上等の取組に対し、支援を行う。 

 

（１）主食用米 

近年、米を取り巻く情勢は産地の価格競争に加え、食の「安全・安心」が厳しく問 

われている。消費者の「食」に対する信頼が大きく揺らぐ中、「安全・安心な米の安定 

供給」の実施に取り組むことが売れる米づくりの条件であり、生産者の使命である。こ 

のような状況に対処するため、以下の事項に取り組む。 

   ① 集落営農型農業生産法人を中心として、土地の集積を図り、新たな需要の用途 

に合った米生産への取組を行う。 

   ② 有機たい肥の利用促進による有機良質米の生産振興を図る。 

   ③ 米のブランド化に取り組み、地産地消の促進を図る。 

   ④ 市の代表的な産業の酒造業者と連携し、酒造好適米（山田錦）の生産振興を図 

る。 

 

（２）備蓄米 

  今後の地域内や全国的な需要動向を勘案しながら対応する。 

 



（３）非主食用米 

転換作物への転換は、農家への負担が増加し、耕作放棄地が増加する要因ともなって 

いる。こうした中、稲発酵粗飼料（WCS 用稲）、飼料用米をはじめとする新規需要米 

、加工用米の生産は、本市の農業の特性に適しており、転換作物として農家の負担を軽 

減することができるものとして、需要者との連携を強め、需要に基づいた生産を推進す 

る。 

  ア 飼料用米 

   輸入飼料価格高騰に伴う国産飼料用米の潜在的需要に対応するため、県内養鶏農家 

を中心に、徐々に生産拡大を目指す。また、集落営農型農業生産法人に対しては、JA 

等を通じたフレコン出荷によるコスト低減を行い、生産性向上を図る。なお、多収品 

種、耕畜連携、複数年契約の推進により、収量向上と安定生産も図ることとする。 

 

  イ 米粉用米 

   米粉パン、コメカラ等米粉の販路拡大を図り、6 次産業化支援と主食用米の活用先 

として市内需要者との連携を強め、生産の拡大を目指す。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

   地域内流通の促進を図りつつ、需要動向に応じて、輸出用酒造好適米などの新たな 

市場開拓に取り組む。 

 

  エ WCS 用稲 

   東広島市の畜産は、肉用牛や酪農（生乳）が市農業産出額の上位を占めている。耕 

種農家と畜産農家の連携による、堆肥・稲発酵粗飼料（WCS 用稲）供給や集落法人 

などによる和牛放牧の取組が行われており、引き続き耕畜連携の取組を推進する。 

 

  オ 加工用米 

   県内酒造原料（かけ米）や加工米飯の需要を中心に生産拡大を図るとともに、加工 

米飯用途等の新規需要に対応する。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

  ア 麦 

   農業生産法人をはじめとした担い手による生産を中心とし、県内パン業者、自家加 

工による 6 次産業化のための麦茶等の加工用麦需要に即した麦の生産拡大を目指す。 

 

  イ 大豆 

   農業生産法人をはじめとした担い手による生産を中心とし、県内豆腐業者等の加工 

用大豆需要に即した大豆の生産拡大を目指す。 

 

  ウ 飼料作物 

   農業生産法人をはじめとした担い手による生産を中心とし、輸入飼料価格高騰に伴 

う市内畜産農家の需要増加に対応するため、生産拡大を目指す。 

 

（５）そば、なたね 

  そばは、本市内において作付面積が多い作物であり、引き続き作付けを推進する。ま 

た、二毛作に対する助成を行い、そばの産地化を推進する。 

 

（６）地力増進作物 

  連作障害の回避、他の作物とのブロックローテーションの構築によるほ場の利用率の 



向上、地力の増進や災害時における地力の回復等を目的とした地力増進作物の活用を図 

っていく。 

  地力増進作物は県設定と同様とする。 

 

（７）高収益作物（園芸作物等） 

  振興作物を中心に規模拡大を図るとともに、産地化に向けた取組を行う。また、少量 

多品目生産による生産拡大を図り、直売所や量販店へ地場野菜を供給し地産地消を推進 

する。 

 ア 多様な担い手の育成 

  新規に販売を行う農業者や定年帰農者等を対象とした市園芸センターの生産講座に 

おいて育成するとともに、効率的かつ安定的に農業経営を目指す農業者を育成する。 

 

 イ 地域重点・振興作物の生産振興 

  重点作物として、かぼちゃ、ばれいしょ、ピーマン、アスパラガス、キャベツ、た 

まねぎ、なす、ねぎ（白、青含む）、レンコンの 9 品目を、振興作物として、エゴ

マ、きゅうり、コマツナ、大根、トマト、にんじん、白菜、ホウレンソウ、トルコギ 

キョウの作付けを推進する。 

また、管内 JA における野菜振興協議会の部会活動を強化し、産地形成を図る。 

 

 ウ 安全・安心な野菜の生産振興 

  農薬や化学肥料の使用を低減して栽培された安全・安心な野菜に対する消費者の関 

心が高まっていることを受け、広島県の「安心！広島ブランド」認証制度を活用し、 

食の安全・安心を確保し、野菜の生産振興と消費拡大を図る。 

 

 エ 地産地消の推進 

  市内 9 か所の直売所（JA 交流ひろばとれたて元気市、となりの農家高屋店、とな 

りの農家黒瀬店、JA ふれあい市安芸津店、道の駅西条のん太の酒蔵、福富物産しゃ 

くなげ館、道の駅湖畔の里福富、とよさか四季菜館、こうち寄りん菜屋）を核とした 

流通体制の確立と年間を通し地域の特色のある農産物とその加工品を安定供給できる 

体制を整備する。 

 

 オ 果樹 

  西条柿を中心に、低木化による省力化や品質・生産性の向上を推進し、少量でも特 

徴ある品目については、市民に対して贈答用など付加価値を高めた販売を促進して販 

路拡大を図る。 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  

別紙のとおり 
 

 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

2896.3 0 2878.1 0 3,104.0 0

0 － 0 － 0 －

23.6 0 19.8 0 84.0 0

0.3 0 0 － 1.1 0

5.5 0 5.5 0 2.0 0

78.2 0 68.2 0 70.0 0

17.0 0 17.0 0 2.6 0

49.5 0 50.2 0 70.0 0

52.2 6.6 41.1 3.3 80.0 0

82.7 5.5 77.9 5.5 60.0 0

・子実用とうもろこし 0 － 0 － 0 －

27.4 2.7 27.0 1.9 35.0 0

0.6 0 0.6 0 1.0 0

8.0 0 7.7 0 10.0 0

172.7 0 180.1 0 190.0 0

・野菜 163.0 0 170.8 0 175.0 0

・花き・花木 5.1 0 4.9 0 10.0 0

・果樹 4.6 0 4.4 0 5.0 0

・その他の高収益作物 0 － 0 － 0 －

5.38 0 5.48 0 9.61 0

・エゴマ 4.1 0 4.2 0 8.5 0

・種苗類 1.2 0 1.2 0 1.0 0

・茶 0.05 0 0.05 0 0.1 0

・たら 0.03 0 0.03 0 0.01 0

57.0 － 57.0 － 57.2 －

麦

作物等
前年度作付面積等

当年度の
作付予定面積等

令和８年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米

その他

畑地化

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

7

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1

6

3

4

5

2

麦・大豆・飼料作物
（基幹作のみ）

戦略作物に対する
担い手等助成

作付面積の拡大
担い手率

エゴマ、きゅうり、コマツナ、
大根、トマト、にんじん、

白菜、ホウレンソウ、
トルコギキョウ
（基幹作のみ）

地域振興作物に
対する助成

（2025年度）

8,800a
（2025年度）

80.0％

（2026年度）
12,200a

（2026年度）
90.0％

カボチャ、ばれいしょ、
ピーマン、レンコン、

アスパラガス、キャベツ、
たまねぎ、なす、ねぎ

（基幹作のみ）

地域重点作物に
対する助成

作付面積の拡大
（2025年度）
11,349a

（2026年度）
13,300a

作付面積の拡大
（2025年度）

1,028a
（2026年度）

2,300a

市内直売所、産直市、
市内商店、個人（配送・宅配）
に出荷する野菜・果樹・花きな

ど農作物（基幹作のみ）

地産地消作物に
対する助成

出荷面積の拡大
（2025年度）

3,755a
（2026年度）

4,900a

野菜・果樹・花きなど国の戦略
作物を除く農作物
（基幹作のみ）

担い手推進作物加算助
成

作付面積の拡大
担い手率

（2025年度）
7,671a

（2025年度）
44.4％

（2026年度）
10,000a

（2026年度）
40.0％

麦、大豆、飼料作物、
そば、なたね（二毛作）

二毛作助成 作付面積の拡大
（2025年度）

646a
（2026年度）

2,015a

飼料用米、わら専用稲、
飼料作物、WCS用稲、

青刈り稲（基幹作のみ）

（2026年度）

10,000a
（2025年度）

10,525a
作付面積の拡大耕畜連携助成



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：広島県

協議会名： 東広島市地域農業再生協議会

1 戦略作物に対する担い手等助成 1 3,000 麦・大豆・飼料作物 出荷・販売すること

2 地域重点作物に対する助成 1 20,000
カボチャ、ばれいしょ、ピーマン、レンコン、

アスパラガス、キャベツ、たまねぎ、なす、ねぎ
出荷・販売すること

3 地域振興作物に対する助成 1 8,000
エゴマ、きゅうり、コマツナ、大根、、トマト、

にんじん、白菜、ホウレンソウ、トルコギキョウ
出荷・販売すること

4 地産地消作物に対する助成 1 5,000
市内直売所、産直市、市内商店、

個人（配送・宅配）に出荷する野菜・果樹・花きなど
の農作物

東広島市内へ出荷・販売すること

5 担い手推進作物加算助成 1 5,000 野菜・果樹・花きなど国の戦略作物を除く農作物 出荷・販売すること

6 二毛作助成 2 10,000 麦、大豆、飼料作物、そば、なたね（二毛作）
水稲と対象作物の組み合わせ、または対象作物同士の組
み合わせによる二毛作であること

7 耕畜連携助成 3 12,000
飼料用米、わら専用稲、WCS用稲、青刈り稲、

飼料作物
利用供給協定や自家利用計画書に基づく取組であること

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。


